
自然環境保全制度の概要 令和5年3月31日現在

自然環境保全法 自然環境保全地域等の指定により、 ○原生自然環境保全地域

すぐれた自然環境を有する地域の保全 ○自然環境保全地域

○沖合海底自然環境保全地域

○都道府県自然環境保全地域

自然公園法 すぐれた自然の風景地の保護と利用 ○国立公園

の増進 ○国定公園

○都道府県立自然公園

自然再生推進法 過去に損なわれた生態系その他の ○地域の多様な主体の参加による協議会

自然環境の再生 が自然再生全体構想を作成

○実施計画に基づく事業の実施

○計画に対する主務大臣等の助言

○自然再生協議会設置数

地域における多様性な主体の 地域連携による生物多様性保全の促進 ○市町村による地域連携保全活動計画の作成

連携による生物の多様性の保全 (NPO等による計画案の作成提案、協議会の設置)

のための活動の促進等に関する法律 ○関係者間のマッチングのための体制(地域連携保全活動支援センター)の設置

○自然公園法、森林法及び都市緑地法等に係る特例措置

地域自然資産区域における自然環境 入域料や寄付金による土地の取得・管理 ○都道府県又は市町村により地域自然資産区域を設定し、地域計画を

の保全及び持続可能な利用の推進に など民間資金を活用して、地域における自 作成(土地所有者や民間団体による計画案の作成提案、協議会の設置)

関する法律 然環境の保全や持続可能な利用を推進 ○地域自然環境保全等事業の実施

○自然環境トラスト活動促進事業の実施

絶滅のおそれのある野生動植物の種の 野生動植物種の絶滅の防止・保護増殖 ○希少野生動植物種の指定国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種等

保存に関する法律 ○捕獲、譲渡等の規則

○生息地等保護区の指定

○保護増殖事業の実施トキ、ツシマヤマネコ等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正 鳥獣の保護・管理、適正な狩猟秩序の ○国指定鳥獣保護区

化に関する法律 維持 ○都道府県指定鳥獣保護区

遺伝子組換え生物等の使用等の規則 遺伝子組換え生物による生物多様性影響 ○環境中への拡散を防止しないで行う使用についての事前の承認

による生物の多様性の確保に関する法律 の防止 ○輸出時における輸入国への通知義務等

特定外来生物による生態系等に係る 外来生物による生態系等への被害の防止 ○特定外来生物の飼養、輸入等の制限

被害の防止に関する法律 ○国等による特定外来生物の防除

○未判定外来生物の輸入等の制限
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